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出 席 委 員 （○印） 

① 青 木   齊 ⑧ 志 村  佳 男 15 八 木  拓 美 

② 齋 藤  憲 一 ⑨ 阿 部   健 ⑯ 菱 山  喜 章 

３ 加 藤  正 博 ⑩ 髙 橋  三 行 ⑰ 藤 村  達 人 

④ 渋 谷  久 夫 ⑪ 齋 藤  孝 之 ⑱ 天 野   明 

⑤ 斉 藤  嘉 之 ⑫ 山 口  幸 男 ⑲ 加 藤  通 一 

⑥ 大 塚  優 子 ⑬ 大 谷  健 一   

⑦ 小 林  康 史 ⑭ 西 東  邦 雄   

出席委員 １７名 

欠席委員 ２名（３番加藤正博委員、１５番八木拓美委員） 

傍聴人  ０名 

 

事 務 局 斉藤ますみ 伊藤和彦 松浦毅 濱端雄高   

       

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席１０番 

 

     議席１６番 



会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２  第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

３ 議案第６６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

４ 議案第６７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

５ 議案第６８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

６ 議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について 

７ 議案第７０号 農用地利用集積計画の決定について 

８ 議案第７１号 農用地利用集積計画の決定について 

９ 報告第４８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

１０ 報告第４９号 農地所有適格法人の報告について 

１１ 報告第５０号 
解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利用状況の報告につい

て 

１２ 報告第５１号 非農地証明書の発行について 

１３ 報告第５２号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

１４ 報告第５３号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 

議事の内容 次のとおり 
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議長（阿部会長） 

ただいまから、相模原市農業委員会第９回総会を開催いたします。 

ただいまの出席委員は１７名で、定足数に達しております。 

本日、３番加藤正博委員、１５番八木拓美委員より欠席の旨通告がありましたので、

御報告いたします。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、１０番髙橋三行委員、１６番菱

山喜章委員を御指名いたします。 

傍聴希望はないということであります。 
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日程１ 会務報告 

 

議長（阿部会長） 

それでは、これより日程に入ります。 

日程１「会務報告」をいたします。 

斉藤事務局長に報告いたさせます。 

事務局（斉藤事務局長） 

それでは、令和４年１０月３１日から令和４年１１月２９日までの主な会務につきま

して報告をさせていただきます。 

資料を御覧いただきまして、１の会議でございます。 

初めに、（１）県関係でございます。 

１１月１６日、神奈川県副知事との意見交換会及び要望活動についてが開催されまし

て、阿部会長が出席されております。内容につきましては、新型コロナウイルス感染症・

生産資材の価格上昇への農政対応及び地域計画と活性化計画の一体推進等に関する要

望及び要望活動についてでございます。 

同日に開催された農業会議理事会、農業会議常設審議委員会にも出席されております。

審議委員会への報告は、本市からは１０件となっております。 

続きまして、（２）市関係でございます。 

１０月３１日、農業委員会第８回総会を行いまして、農業委員１９名が出席しており

ます。内容につきましては、農地法第３条の規定による許可申請についてほかでござい

ます。 

続きまして、１１月９日、農地利用最適化推進委員連絡会が行われまして、推進委員

１５名、農業委員１３名が出席しております。内容につきましては、令和４年度利用状

況調査結果に基づく遊休農地の解消に向けた取組についてほかでございます。 

続きまして、１１月２１日、役員会を行いまして、阿部会長、菱山副会長が出席して

おります。 

裏面を御覧いただきたいと存じます。 

続きまして、１１月２５日、相模原市都市計画審議会小委員会が行われまして、阿部

会長が出席しております。内容につきましては、用途地域等の見直しの方針についてで

ございます。 

続きまして、２のその他でございます。 

初めに、県関係ほかでございます。 

１１月９日、令和４年度関東ブロック女性農業委員等研修会が開催されまして、大塚

委員が出席されております。内容につきましては、講演「ＣＳＡの事例から見る女性委

員の組織活動について」ほかでございます。 

続きまして、１１月１６日、令和４年度市町村合同新規参入就農相談会が開催されま

して、鈴木推進委員、髙城推進委員ほかが出席しております。 

続きまして、市関係でございます。 

１１月８日、中央区田名におきまして、農地再生モデル事業の除草剤散布が行われま

して、大谷委員、木下推進委員が参加しております。 
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続きまして、１１月１１日、令和５年度相模原市農地等の利用の最適化の推進に関す

る意見を副市長へ提出し、阿部会長、菱山副会長、髙橋委員、齋藤憲一委員、天野委員、

小林委員、私、斉藤ほかが出席しております。 

続きまして、１１月１４日、緑区鳥屋におきまして、農地再生モデル事業の津久井在

来大豆の収穫を実施いたしまして、農業委員８名、推進委員３名が参加しております。 

続きまして、１１月１８日、令和４年度ＪＡ神奈川つくい農産物共進会審査が開催さ

れまして、菱山副会長が出席されております。 

続きまして、１１月１９日、神奈川つくい農業協同組合本店あぐりんずつくい感謝祭

特設ステージにおきまして、令和４年度ＪＡ神奈川つくい農産物共進会審査褒賞授与式

が開催されまして、阿部会長が出席しております。 

同日、あぐりんずつくい９周年感謝祭におけるブース出展を行いまして、農業委員

４名、推進委員３名、私、斉藤ほかが出席しており、農業委員会の活動紹介、農業クイ

ズによる啓発物品の配布を行いました。 

以上でございます。 

議長（阿部会長） 

ただいまの会務報告について、何か御発言がございましたらお願いいたします。よろ

しいですね。 

 

［ はいの声 ］ 

 

議長（阿部会長） 

それでは、以上で会務報告を終わります。 
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日程２ 第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告 

 

議長（阿部会長） 

続きまして、日程２「第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告」をいたします。 

菱山副会長から報告をお願いします。 

副会長（菱山副会長） 

第３回農地利用最適化推進委員連絡会の報告をいたします。 

１１月９日に行われました第３回農地利用最適化推進委員連絡会の結果を報告いた

します。別途配付されております資料を御覧ください。 

議題（１）令和４年度利用状況調査結果に基づく遊休農地の解消等に向けた取組につ

いて、説明終了後、担当区域ごとに遊休農地の解消等に向けた取組を行う候補地を選定

いたしました。今後、担当職員が事前調査を行い、調査対象になった農地については、

改めて御報告いたします。 

また、報告案件（３）野生鳥獣被害対策研修について、有意義な研修であるため、参

加してほしいという補足説明と、周知が十分でないので御協力いただきたい旨の話があ

りました。 

以上、第３回農地利用最適化推進委員連絡会の報告とさせていただきます。 

議長（阿部会長） 

ただいまの報告について、何か御発言がありましたらお願いいたします。 

事務局（濱端総括副主幹） 

事務局から、５の報告案件ほか、（３）野生鳥獣被害対策研修について御説明をさせ

ていただきます。研修の参加者は、今日の午前中時点で１８名となっております。定員

までまだ余裕がありますので、委員の皆様の御参加や地域農業者の方への参加の呼びか

けについて、御協力をお願いしたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

ほかにございますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、以上で第３回農地利用最適化推進委員連絡会報告を終わります。 
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日程３ 議案第６６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程３議案第６６号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 

事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第６６号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－１１から３－１２及び３－１０１４は、農地法第３条の規定に

より適切と認められるので、許可するものとする。令和４年１１月３０日提出。相模原

市農業委員会会長。 

それでは、２ページを御覧ください。 

収受番号３－１１は、中央区清新に住む譲渡人が所有する農地を、南区磯部に住む譲

受人が親族間での財産整理のため、所有権移転を受けるための申請です。譲渡人が叔母、

譲受人が甥の関係にあります。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。

案内図は１ページを御覧ください。斜線部分が本案件の申請地です。申請地は磯部の畑、

２筆、３２９㎡です。今後の作付は、ジャガイモ、サツマイモ、ホウレンソウなどの露

地野菜を予定しています。なお、申請地に隣接する畑、１筆、６６１㎡、スクリーンで

いいますと航空写真の右側、黄色い線で囲った部分を譲受人が所有し、耕作をしており

ます。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認しております。全部効率利用要

件については、経営農地１筆、６６１㎡で、適切に管理され、下限面積要件２,０００㎡

については、神奈川県の事務提要に示されている下限面積未満の場合の例外許可に該当

します。この例外許可の具体的な内容としましては、位置・面積・形状から見て一体利

用しなければ利用が困難と認められるもので、現に耕作等を行っている隣接地権者が権

利を取得する場合に該当します。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人

が１５０日で要件を満たしています。地域との調和要件については、周辺の農地の利用

に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。

以上、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断しました。 

続きまして、収受番号３－１２は、緑区下九沢に住む譲渡人が所有する農地を、農地

所有適格法人のハンド株式会社が、経営規模拡大のために所有権移転を受けるための申

請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は２ページを

御覧ください。申請地は大島の畑、２筆、合計２,８９９㎡です。今後の作付は、ブド

ウを予定しております。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認しております。

全部効率利用要件については、経営農地３筆、５,０１２㎡で、適切に管理され、下限

面積要件２,０００㎡以上を満たしています。法人要件については、農地所有適格法人

の要件を満たしています。地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与

えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。以上、審査

基準を満たしていることから許可相当と判断しました。 

本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 



 6 

それでは、津久井事務所管内の１件について説明いたします。引き続き３ページを御

覧ください。 

収受番号３－１０１４は、東京都西多摩郡に住む譲渡人が所有する農地を、緑区城山

４丁目に住む譲受人が、経営規模拡大により所有権移転を受けるための申請です。現地

の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は３ページを御覧ください。

申請地は中沢の畑、４筆、２,９６７㎡です。今後の作付は、菊、ユリなどの花卉及び

葉ニンニク、タマネギなどの露地野菜の栽培を予定しています。審査基準につきまして

は、現地及び申請書で確認しています。全部効率利用要件については、経営農地２筆、

１,５３３㎡、適切に管理されており、下限面積要件については、取得後において耕作

の事業に供すべき農地の面積の合計が下限面積２,０００㎡以上であることを満たして

おります。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が３４０日、妻が

３００日で要件を満たしております。地域との調和要件については、周辺の農地の利用

に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しております。

以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断いたしました。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明、

御意見はございませんか。 

収受番号３－１１については、南区担当、斉藤嘉之委員、お願いいたします。 

５番（斉藤委員） 

写真でいうと、この農地の奥のほうが、先ほど説明があったように、譲受人が耕作し

ています。赤いところが今度譲り受けするところですが、本人も耕作していますし、農

業をやっていますので、問題ないと思います。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。 

収受番号３－１２については、緑区担当、山口幸男委員、お願いします。 

１２番（山口委員） 

この農地ですけれども、実は数年前までは作付もされていまして、優良農地だった場

所ですが、最近、おじいさんとおばあさんが相次いで亡くなられて、人手がなくなって

作付ができなくなった場所と記憶しております。その後も管理はされていたので、今も

たしか雑草になっていますけれども、雑草も大したことないので、恐らく、復旧するの

は簡単だと思います。それで、ハンド株式会社ですけれども、この近くでブドウ園を幾

つかやっておりまして、そこはきれいに管理されているのは確認されておりますので、

この譲渡で、多分、また優良農地として復活できるんじゃないかと思います。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。 

収受番号３－１０１４については、城山地区担当、西東邦雄委員、お願いいたします。 

１４番（西東委員） 

別行動でしたが、落合推進委員と連携しながら現地調査を行ってまいりました。申請

地の状況は、事務局も確認済みですけれども、農地としては適正に管理されている状況
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です。ただ、この申請地はいずれも細長い畑地で、すごく使い勝手が悪いという感じの

農地でした。一部、出入口は軽トラが通れる広さでしかないようなところもありました

けれども、譲受人は地元で花卉の生産販売をされている方で、また、認定農業者でもあ

ります。そういうところは承知の上での譲り受けかと思います。特に問題はないかと思

われます。以上です。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 

３－１１について、面積が下限要件を満たしていなくて、これは農業委員としてはど

うやって解釈していったらいいか、よく分からない。 

事務局（伊藤担当課長） 

基本的に、農地法は農地を保全するという考えから来ています。その考えの中から、

農地を保全するために、隣接する地権者、隣接する農地に限って、この扱いが適用され

ています。農地を保全するという目的で取得するのであれば、下限面積要件は疑問視し

ないというような扱いになっております。 

１７番（藤村委員） 

はい、分かりました。 

７番（小林委員） 

３－１２の案件、ブドウ畑にするということですけれども、この辺りのブドウの畑っ

て、大体、土を入れ替えて、赤土を入れて盛り上げて、周りに防風ネットをやっている

んですけれども、今回、そういう計画とかはあるんでしょうか。 

事務局（伊藤担当課長） 

土を入れ替えるという話は聞いておりません。ただ、周りにつきましては、防風ネッ

トを張るという計画は聞いております。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

７番（小林委員） 

はい、いいです。 

議長（阿部会長） 

ほかに、ございませんか。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第６６号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

全員挙手 

 

議長（阿部会長） 
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挙手全員。 

よって日程３議案第６６号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程４ 議案第６７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程４議案第６７号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 

事務局（松浦所長） 

それでは、４ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第６７号 農地法第４条の規定による許可申請について。別紙農地の転用許可申

請収受番号４－１００３は相当とする理由があるので、農地法第４条第３項の規定によ

り意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和４年１１月３０日提出。相模原

市農業委員会会長。 

それでは、５ページを御覧ください。 

収受番号４－１００３は、申請人が所有する緑区根小屋の農地、１筆、１,４４７㎡

を駐車場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御

覧ください。案内図は４ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由

は、近隣の里山を整備している事業者から要望を受け、駐車場として使用するための申

請です。隣接地への被害防除ですが、計画地は周囲より低くなっており、車両の出入口

以外は傾斜を利用した土羽を造成するとともに、雨水については、砕石敷きによる敷地

内浸透とする計画です。申請地は串川中学校の北約６８０ｍです。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

説明が終わりました。 

収受番号４－１００３については、津久井地区担当の八木拓美委員に補足説明や御意

見をお伺いするところですが、本日、欠席しております。八木拓美委員より、現地確認

したところ、特に問題はなかったとの報告を受けております。 

これより質疑に入ります。 

何か御発言はございませんか。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

 

［ はいの声 ］ 

 

議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第６７号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

全員挙手 
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議長（阿部会長） 

挙手全員。 

よって日程４議案第６７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程５ 議案第６８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程５議案第６８号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 

事務局（伊藤担当課長） 

それでは、６ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第６８号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－２２から５－２４及び５－１０５４から５－

１０５８は、相当とする理由があるので、農地法第５条第３項において準用する同法第

４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和４年

１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 

それでは、７ページを御覧ください。 

収受番号５－２２は、譲受人の株式会社美都住販が、譲渡人が所有する双葉１丁目の

農地、２筆、１,８４２㎡の所有権移転を受け、特定建築条件付売買予定地として転用

するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図

は５ページを御覧ください。農地区分は第２種及び第３種農地です。申請理由といたし

ましては、譲受人である株式会社美都住販が、都市計画法第３４条第１１号の規定に基

づき、区域指定を受け、９区画の宅地分譲をするための申請です。隣接地への被害防除

につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、ブロック積み２段から３段で

土留めする計画です。雨水については浸透トレンチを設置し、汚水については公共下水

道に接続する計画です。申請地は市立双葉小学校の北東約１４５ｍです。 

続きまして、収受番号５－２３は、譲受人の株式会社美都住販が、譲渡人が所有する

双葉１丁目の農地、４筆、１７.１４㎡の所有権移転を受け、拡幅道路として転用する

ための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は同

じく５ページを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由といたしましては、

収受番号５－２２の開発において必要な道路を拡幅するための申請です。隣接地への被

害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、コンクリートブロック

１段から３段積みを設置する計画です。雨水については、側溝及び浸透ますを設置する

計画です。申請地は市立双葉小学校の北東約１４５ｍです。 

続きまして、収受番号５－２４は、賃借人の株式会社奥村組東日本支社が、貸出人が

所有する中央区田名の農地、１筆、１,９３２㎡を借り受け、仮設事務所、資材置場及

び駐車場として一時転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーン

を御覧ください。案内図は６ページを御覧ください。農地区分は農用地区域内農地です。

申請理由としましては、現在、建設業を営んでおり、東京電力パワーグリッド株式会社

から受注した管路新設工事に係る工事用の仮設事務所、資材置場及び駐車場として一時

転用するものです。一時転用期間は、許可後、令和４年１２月２日を予定しております

が、その日から令和７年１０月３１日までです。農地への復元後は、ネギ、タマネギな

どの露地野菜の作付を予定しています。隣接地への被害防除につきましては、土地区画

の明確化と、土留め策として、安全鋼板高さ３ｍを設置して土留めをする計画です。雨
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水については、敷地内は鉄板敷きで境界から周囲を１.３ｍの幅で砕石を敷き、敷地内

に浸透する計画です。申請地は市立夢の丘小学校の北西約２３０ｍです。 

本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 

それでは、津久井事務所管内の５件について説明いたします。引き続き、８ページか

ら９ページを御覧ください。 

収受番号５－１０５４は、譲受人が譲渡人が所有する緑区三ケ木の農地、１筆、

１２４㎡の所有権移転を受け、自己住宅として転用するための申請です。現地の状況に

つきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は７ページを御覧ください。農地区

分は第３種農地です。申請理由は、現在、借家に居住しており手狭なため、自己住宅を

建築するものです。隣接地への被害防除については、土地区画の明確化と、土留め策と

して、既存コンクリートブロックを使用するとともに、新たにコンクリートブロック

２段から３段を設置するとともに、雨水については浸透ますによる敷地内浸透とし、汚

水については公共下水道に接続して処理する計画です。申請地は神奈中三ケ木バスター

ミナルの南約１８０ｍです。 

続きまして、収受番号５－１０５５は、譲受人が譲渡人の所有する緑区長竹の農地、

１筆、３１３㎡の所有権移転を受け、敷地拡張するための申請です。現地の状況につき

ましては、スクリーンを御覧ください。案内図は８ページを御覧ください。下側の白抜

き部分が本案件の申請地となります。農地区分は第２種農地です。申請理由は、自己住

宅の敷地が手狭であり、敷地を拡張するものです。隣接地への被害防除については、土

地区画の明確化と、土留め策として、土留め鋼板高さ約４０㎝を設置するとともに、雨

水については敷地内浸透とする計画です。申請地は串川中学校の西約２５０ｍです。 

続きまして、収受番号５－１０５６は、譲受人である有限会社神津土地が、譲渡人の

所有する緑区長竹の農地、１筆、７８１㎡の所有権移転を受け、特定建築条件付売買予

定地とするための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。

案内図は８ページを御覧ください。上側の斜線部分が本案件の申請地となります。農地

区分は第２種農地です。申請理由は、不動産業を営んでおり、特定建築条件付売買予定

地とするものです。隣接地への被害防除については、土地区画の明確化と、隣地への土

の流出等の防止を兼ね、既存のコンクリートブロック１段から３段を使用するとともに、

コンクリートブロック１段を設置し、雨水については浸透トレンチを設置する計画です。

申請地は串川小学校の西約２５０ｍです。 

続きまして、収受番号５－１０５７は、譲受人である有限会社神津土地が、譲渡人の

所有する緑区長竹の農地、２筆、２３６㎡の所有権移転を受け、駐車場として転用する

ための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は９ペ

ージを御覧ください。農地区分は第２種農地です。申請理由は、不動産業を営んでおり、

新たに貸駐車場を確保するものです。隣接地への被害防除については、土地区画の明確

化と、隣地への土の流出等の防止を兼ね、新たに土留め鋼板高さ約４０㎝を設置すると

ともに、雨水については砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は串川小学

校の南西約２８０ｍです。 

続きまして、収受番号５－１０５８は、譲受人が譲渡人の所有する緑区寸沢嵐の農地、

１筆、４９６㎡の所有権移転を受け、自己住宅として転用するための申請です。現地の
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状況につきましては、スクリーンを御覧ください。案内図は１０ページを御覧ください。

農地区分は第２種農地です。申請理由は、現在、実家に居住しており、手狭なため、新

たに自己住宅を建築するものです。隣接地への被害防除については、土地区画の明確化

と、土留め策として、ブロック積み１段から３段を新設するとともに、雨水は浸透ます

の設置による敷地内浸透とし、汚水は合併浄化槽を設置して処理する計画です。申請地

は内郷中学校の西約５６０ｍです。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 

収受番号５－２２及び５－２３については、南区担当、志村佳男委員、お願いいたし

ます。 

８番（志村委員） 

１１月２３日に現地調査へ行ってまいりました。ここは大沼ゴルフクラブの反対側で

して、５－２２は今、栗とか梅が植わっておりました。境界もきちんと杭がありまして、

特に問題はないと思います。 

５－２３ですけれども、入口がちょっと狭いので、セットバックということで、境界

も特に問題ございませんでした。よろしくお願いします。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。収受番号５－２４については、中央区担当、大谷健一委員、

お願いします。 

１３番（大谷委員） 

ここの土地につきましては、問題はないと思うんですが、ただ、左側に狭い道路があ

って、国道と村富線の抜け道になっておりまして、狭い道にしては相当な交通量があり

ます。その上、高校生の自転車通学や夢の丘小学校の子供たちが通る大変交通量の多い

ところですので、業者には、交通の面について十分考えていただきたいと思います。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。収受番号５－１０５４については、津久井地区担当、大塚

優子委員、お願いします。 

６番（大塚委員） 

１１月２８日に髙城推進委員と一緒に見てまいりました。現地は、ここの部分が農地

であったということだけで、両サイドは住宅がどんどんと建っているような農地でした。

境界も既にきっちりと入っていますし、今は隣接した駐車場等がありましたので、ブロ

ックで全て囲われております。一部分だけが、赤線の広い方側がまだ畑の境で、ブロッ

クはないんですけれども、ここにきちんとブロックを積んで、雨水の流出は防ぐという

ことなので、既に公共下水道も入っているので、特段、問題ないと思います。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。収受番号５－１０５５、５－１０５６及び５－１０５７に

ついては、津久井地区担当の八木拓美委員にお願いするところでございますが、本日、

欠席しております。八木拓美委員より、現地確認したところ、特に問題はなかったとの
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報告を受けております。 

続きまして、収受番号５－１０５８については、相模湖地区担当、青木齊委員、お願

いします。 

１番（青木委員） 

２７日に山口推進委員と現地調査いたしました。事務局の説明どおり、間違いござい

ません。私もいろいろと現地調査したんですけれども、大変きれいに整理されて、境界

線も一目見れば分かるようなところで、間違いないと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（阿部会長） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

２番（齋藤委員） 

５－２４ですけど、農振地域内、なおかつ農用地という、一番厳しい条件設定、規制

がかけられているところですけど、一時転用であるから、特にそういった点は考慮しな

くて問題ないと、こういうことでよろしいんですか。 

事務局（伊藤担当課長） 

一時転用といいましても、転用できる期間が農振農用地は３年間という決まりがござ

います。それ以外については、場合によっては最長５年ぐらいまでという許可期間があ

りますけれども、農振農用地については３年が限度、そういう縛りはございます。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

２番（齋藤委員） 

はい。 

議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第６８号について、原案に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

全員挙手 

 

議長（阿部会長） 

挙手全員。 

よって日程５議案第６８号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程６ 議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程６議案第６９号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 

事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１０ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号４－３４６から４－３６５及び４－１０４１から４－１０６９並びに４－

１０７２から４－１０８４は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の

設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和４年１１月

３０日提出。相模原市農業委員会会長。 

それでは、１１ページから４０ページを御覧ください。 

本議案は、地権者と耕作者との相対で利用権を設定するものです。 

整理番号４－３４６から４－３６５までの本庁管内分について御説明します。 

４－３４６から４－３６５までにつきましては、いずれも期間満了に伴う更新の申請

です。 

本庁管内分については、新規の申請はありませんでした。合計件数は２０件、３８筆

で、２８,７２３.３０㎡です。 

本庁分は以上です。 

事務局（松浦所長） 

それでは、引き続き２０ページから４０ページを御覧ください。津久井事務所管内の

４２件について説明いたします。 

整理番号４－１０４１から３２ページの４－１０６９及び３２ページの４－

１０７２から３７ページの４－１０８１までは、期間満了に伴い提出された申請で、合

計３９件、６８筆、面積は４９,９２１㎡です。 

３７ページから４０ページまでの４－１０８２から４－１０８４までの３件は新規

分となります。 

まず、整理番号４－１０８２は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するもの

です。案内図は１１ページを御覧ください。契約期間は３年１か月、件数は１件、１筆、

面積は１,１０４㎡です。 

続きまして、整理番号４－１０８３は、先月の全員協議会で農地所有適格法人として

報告いたしました、さがみネギセンター株式会社が新たに利用権を設定するものです。

案内図は１２ページから１３ページを御覧ください。契約期間は２０年１か月、件数は

１件、１３筆、面積は１０,８１２㎡です。 

続きまして、整理番号４－１０８４は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定す

るものです。案内図は１４ページを御覧ください。契約期間は５年１か月、件数は１件、

２筆、面積は１,２２５㎡です。 

以上で説明を終わります。 
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議長（阿部会長） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 

２１ページの４－１０４２と４－１０４４、いずれも耕作者が横浜の方、それから三

鷹の方で、遠方からわざわざということですが、これはどういう方というか、良好に農

業をされているんでしょうか、ちょっと教えてください。 

事務局（松浦所長） 

まず、４－１０４２の方は、住所は横浜になっていますけれども、実家は長竹にあり

まして、そちらを拠点にして、今、耕作をされていらっしゃいます。 

１７番（藤村委員） 

はい、了解です。 

事務局（松浦所長） 

推進委員をやっていただいています。農業関係とかいろいろ、相模原で積極的に活動

していただいていることを御理解いただければと思います。 

それから、４－１０４４についても、同じように拠点を寸沢嵐にお持ちになっていら

っしゃるということで、既に耕作面積の右手にも書いてありますけれども、６,０００㎡

弱耕作されているということで御理解をいただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

１７番（藤村委員） 

はい、分かりました。 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

１７番（藤村委員） 

はい。 

議長（阿部会長） 

ほかに御発言ございますか。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

ないようですので、それでは、採決をさせていただきます。 

議案第６９号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

全員挙手 

 

議長（阿部会長） 

挙手全員。 

よって日程６議案第６９号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程７ 議案第７０号 農用地利用集積計画の決定について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程７議案第７０号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、１９番加藤通一委員には、恐れ入り

ますが、御退席をお願いいたします。 

 

１９番 加藤通一委員 退席 

 

議長（阿部会長） 

それでは、日程７議案第７０号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をい

たさせます。 

事務局（伊藤担当課長） 

それでは、４１ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第７０号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号４－３６６は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利用権の設定等を受け

る者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和４年１１月３０日提出。相

模原市農業委員会会長。 

それでは、４２ページを御覧ください。 

本議案は、地権者と耕作者との相対で利用権を設定するものです。 

整理番号４－３６６は、期間満了に伴う更新の申請です。合計件数１件で、１筆、 

１,６９５㎡です。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

 

［ はいの声 ］ 

 

議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第７０号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

全員挙手 
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議長（阿部会長） 

挙手全員。 

よって日程７議案第７０号については、原案のとおり決定いたしました。 

議事が終了いたしましたので、１９番加藤通一委員には御着席をお願いいたします。 

 

１９番 加藤通一委員 着席 
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日程８ 議案第７１号 農用地利用集積計画の決定について 

 

議長（阿部会長） 

続いて、日程８議案第７１号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 

事務局（松浦所長） 

それでは、４３ページを御覧ください。議案を朗読します。 

議案第７１号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号４－１０７０から４－１０７１は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和４年

１１月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 

それでは、４４ページを御覧ください。津久井事務所管内の２件について説明いたし

ます。 

こちらにつきましては、地権者と耕作者との相対で利用権の設定をするもので、整理

番号４－１０７０から４－１０７１までは期間満了に伴い提出された申請で、合計で

２件、２筆、面積は２,３９９㎡です。 

以上で説明を終わります。 

議長（阿部会長） 

説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１７番（藤村委員） 

契約自体というか、基本的には問題ないと思うんですけど、契約期間が２０年という

のはあるんですか。ちょっとここが理解できないというか、長いなという感じですが。 

事務局（松浦所長） 

利用権自体は通常３年ですが、先ほども２０年という案件がありました。あちらにつ

いては自身の土地を供出されているところもありますけれども、今回につきましては、

果樹を栽培されています。そうしますと、どうしても短期では厳しいということで、前

回、３年で更新になっていましたけれども、今まで様子見だったんだと思います。今回

は、経営について地元からの信頼も得た中で、長期に貸してもいいということで２０年

設定されているということで考えています。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

ほかに御発言ございますか。 

 

質疑なし 

 

議長（阿部会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 

議案第７１号について、原案に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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全員挙手 

 

議長（阿部会長） 

挙手全員。 

よって日程８議案第７１号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程 ９ 報告第４８号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明に

ついて 

日程１０ 報告第４９号 農地所有適格法人の報告について 

日程１１ 報告第５０号 解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地

利用状況の報告について 

日程１２ 報告第５１号 非農地証明書の発行について 

日程１３ 報告第５２号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報

告について 

日程１４ 報告第５３号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告に

ついて 

 

議長（阿部会長） 

続きまして、報告案件に移ります。 

なお、報告案件につきましては、事務局からの補足説明及び委員からの質疑があった

案件のみといたします。 

初めに、事務局から補足説明はありますか。 

事務局（伊藤担当課長） 

特にございません。 

議長（阿部会長） 

事務局からは、ないということでございます。 

皆様方はいかがでしょう。 

１７番（藤村委員） 

５３ページ、報告第４９号農地所有適格法人の報告について、これはどういう方です

か。前からあったような記憶はあるんですけれども、実績のところが１０万円とか、ど

ういう事業形態なのか分からないので教えてください。 

事務局（伊藤担当課長） 

事業形態につきましては、御覧のとおり、農地所有適格法人になっております。売上

げ等については、報告の中では参考という形になります。何度も申し上げていますけれ

ども、法人の報告については、事業形態が農地所有適格法人としての要件に合致してい

るかというところだけの確認になりますので、当然、法人としては、野菜を生産して、

細々とですが直売をやっているような状況です。 
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１７番（藤村委員） 

分かりました。そうすると、農業委員会としては、良好に土地が利用されているかど

うかということを見守るということで、そういう意味ではどうでしょうか。１０万円と

いうと、私の趣味の農園の生産量と同じぐらいの感じもするので、ちょっとさみしいな

というか、良好じゃないなというように見えるんですが。 

事務局（伊藤担当課長） 

農地の利用については、荒らしていることもなく、適切に管理はしております。売上

げに関しては、やはり、こちらの経営状況は金額で出ているとおり、これについてはき

ちんと確定申告なり出されている数字ですので、間違いなくこの金額にはなっておりま

す。 

以上です。 

議長（阿部会長） 

よろしいですか。 

ここは所得じゃなくて売上げですよね。 

１０番（髙橋委員） 

ちょっと聞いていいですか。常時従事者が年間６０日以上農作業に従事している人が

２人いればいいよという規定ですけれども、年間で６０日が２人でいいですよと、

３６５日のうちの６０日で常時従事者とするということ自体、今後、少しこの辺を変え

ていかなければいけないのかなと思うんですけれども、いかがなものでしょうか。 

事務局（伊藤担当課長） 

６０日以上というのは、この会社の法人の役員という限定されているものです。役員

が農業に参加し、最低でも６０日やりなさいと。５５ページを御覧いただきますと、理

事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況ということで、役員としま

して、お二方おりますけれども、この方々が１５０日、それぞれ農作業に携わっている

ということになります。 

議長（阿部会長） 

ほかに御発言はございませんか。 

よろしいですか。 

 

［ はいの声 ］ 

 

議長（阿部会長） 

以上で日程９報告第４８号から日程１４報告第５３号については終わります。 

以上で全ての日程が終了いたしました。 

次回、第１０回総会は、令和４年１２月２７日火曜日午後１時３０分から開催する予

定です。場所は市役所第２別館第３委員会室です。 

以上をもちまして、相模原市農業委員会第９回総会を終了いたします。 


